
北海道運輸局公示第１８号

公 示

一般乗合旅客自動車運送事業の路線の廃止に関する届出があったので、道路運

送法第１５条の２第２項及び同法施行規則第１５条の６の規定に基づき、次のと

おり公示する。

令和７年７月１日

北海道運輸局長 井上 健二

記

１．届出の内容

事案の件名 一般乗合旅客自動車運送事業の路線の廃止

事案番号 令７Ａ第３号

届出を行った一般 北海道中央バス株式会社
乗合旅客自動車運
送事業の名称

廃止となる路線 札江線
起点：江別市角山
終点：江別市元江別８３９－２

２キロ１６０メートル

栄町教育大線
起点：札幌市北区拓北４条３丁目４２－２９５
終点：札幌市北区拓北１条１丁目２４７－１２

１キロ１７０メートル

北野中央線
起点：札幌市豊平区月寒東１条１０丁目１７９－５
終点：札幌市豊平区月寒東１条８丁目２８７－１５

０キロ４２８メートル

廃止の予定日 令和７年１２月１日

廃止を必要とする 乗務員不足が極めて深刻であり、過去には乗務員自
理由 社養成制度の導入・準社員制度の廃止・定年延長を実

施し人材確保に努めてきた。今年度からは、これらに

加え、ベースアップ・初任給引き上げ・嘱託社員の賃

金アップ等の処遇改善や休日数増加による年間の総労

働時間短縮を実施しているが、乗務員不足解消には至



っていない。限られた乗務員のなか、当社路線の全て

を維持することは困難であり、利用度の低い路線から

見直しせざるを得ない状況にあるため。

２．意見の聴取について

本事案に関して、道路運送法第１５条の２第２項の規定による意見の聴取を

行いますので、本事案に利害関係を有し、意見の聴取を受けようとする者は、

この公示の日から１０日以内に、次の①～④の事項を記載した意見聴取申請書

（別添様式参照）を北海道運輸局又は北海道運輸局札幌運輸支局まで提出して

ください。（郵送による場合は、期限当日の消印のあるものは有効とします。）

① 意見の聴取を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあ

っては、その代表者の氏名

② 事案の件名及び事案番号

③ 意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名

④ 意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

意見の聴取の日時及び場所については、利害関係を有すると認められた者に

対して、実施予定日の１０日前までに別途通知します。

（参考）

１．道路運送法第１５条の２第２項の「利害関係人」とは、同法施行規則第１５

条の７によるものをいい、例示として次のような者が考えられます。

（１）当該路線の廃止後において、乗合運送を行うことが想定される別の一般乗

合旅客自動車運送事業者

（２）廃止を予定する一般乗合旅客自動車運送事業者

（３）当該路線の沿線地域の経済団体（商工会議所等）

（４）当該路線の沿線地域の相当数の利用者が参画し、当該路線に関連する利用

者団体

２． 一般乗合旅客自動車運送事業の路線の休止又は廃止については、道路運送

法第１５条の２第１項の規定により、実施予定日の６月前までに届け出るこ

とで実施可能となっています。

３． この意見の聴取は、本事案に係る路線の廃止を行った場合における旅客の

利便の確保に関し、北海道運輸局長が関係地方公共団体及び利害関係人から

行うものです。

また、意見の聴取の結果により、同条第３項及び第４項に基づく廃止の実

施日の繰り上げが可能かどうかの判断を行います。

４． 意見の聴取において届出を行った事業者が廃止の実施日の繰り上げを希望



し、かつ、関係地方公共団体及び利害関係人から特段の意見がなかった場合

等において、旅客の利便を阻害しないと認められるときは、廃止の実施日の

繰り上げを認めることがあります。

（問い合わせ先及び意見の聴取申請書提出先）

・北海道運輸局自動車交通部 旅客第一課

〒060-0042

札幌市中央区大通西１０丁目 札幌第二合同庁舎

℡011-290-2741

・北海道運輸局札幌運輸支局 輸送・監査担当

〒065-0028

札幌市東区北２８条東１丁目１番１号

℡011-731-7167



（意見聴取申請書様式例）

令和 年 月 日

北海道運輸局長 殿

住 所

氏名又は名称

代表者の氏名（法人又は団体）

電 話 番 号

一般乗合旅客自動車運送事業の路線の廃止に関する意見聴取申請書

今般、令和７年７月１日付け北海道運輸局公示第１８号で公示された下記の件

名に対して意見を述べたいので、下記のとおり申請します。

記

１．事案の件名及び事案番号

２．意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名

３．意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

（注意事項）

意見聴取申請書は、公示の日から１０日以内に北海道運輸局又は事案を管轄す

る運輸支局へ提出してください。

なお、郵送で申請する場合は、消印日が公示の日から１０日以内であれば有効

とします。


